
 

大阪府建設工事競争入札参加資格審査における等級区分及び工事金額 

 

平成２４年度 

■工事種類別の等級区分及び工事金額 

工事の種類 等級 等級区分評点 工事金額 

 

 

土木一式工事 

ＡＡ １４１０以上 １３億５０００万円以上   

Ａ １１５０～１４０９  ３億５０００万円以上  １３億５０００万円未満 

Ｂ１ １０１５～１１４９  １億８０００万円以上   ３億５０００万円未満 

Ｂ２ ８２５～１０１４    ９０００万円以上  １億８０００万円未満 

Ｃ ７１０～ ８２４      ９０００万円未満 

Ｄ ７０９以下      ２０００万円未満 

 

 

建築一式工事 

ＡＡ １３７０以上  ８億円以上   

Ａ １１２０～１３６９  ６億円以上  １５億円未満 

Ｂ１ ９４５～１１１９  ３億５０００万円以上   ６億円未満 

Ｂ２ ８４０～ ９４４  １億８０００万円以上   ３億５０００万円未満 

Ｃ ７３０～ ８３９    ５０００万円以上   １億８０００万円未満 

Ｄ ７２９以下      ５０００万円未満 

 

電気工事 

管 工事 

Ａ １０７０以上  ２億円以上   

Ｂ１ ９１５～１０６９  １億円以上   ２億円未満 

Ｂ２ ７８５～ ９１４    ５０００万円以上   １億円未満 

Ｃ ７２５～ ７８４    ２０００万円以上     ５０００万円未満 

Ｄ ７２４以下      ２０００万円未満 

 

舗装工事 

Ａ ９００以上    １０００万円以上   

Ｂ ７８０～ ８９９    １０００万円以上     ２５００万円未満 

Ｃ ７７９以下      １０００万円未満 

注）等級区分評点＝経営事項審査結果の総合評定値（Ｐ）＋地元点（１００点）＋福祉点（８点） 

 

１．地元点は、府内業者（大阪府の区域内に建設業法施行規則第６条の主たる営業所を置く者）で希望する者に加算する。 

 

２．福祉点は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定する法定雇用率（１．８％）を超える障がい者を雇用している

場合で希望する者に加算する。 

 


